
省

令

第
１

欄
第
２
欄

ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
B
１

0•
0
2
Æ
／
O

デ
オ
キ
シ
ニ
バ
レ
ノ
ー
ル

２
Æ
／
O
（
犬
用
）

１
Æ
／
O
（
猫
用
）

カ
ド
ミ
ウ
ム

１
Æ
／
O

鉛
３
Æ
／
O

砒 ひ

素
1
5
Æ
／
O

Ｂ
Ｈ
Ｃ
（
X
-Ｂ
Ｈ
Ｃ
、
Y
-Ｂ
Ｈ
Ｃ
、
Z
-Ｂ
Ｈ
Ｃ
及
び
[
-Ｂ
Ｈ
Ｃ
の
総
和
を
い
う
。）

0•
0
1
Æ
／
O

Ｄ
Ｄ
Ｔ
（
Ｄ
Ｄ
Ｄ
及
び
Ｄ
Ｄ
Ｅ
を
含
む
。）

0•
1
Æ
／
O

ア
ル
ド
リ
ン
及
び
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
（
総
和
を
い
う
。）

0•
0
1
Æ
／
O

エ
ン
ド
リ
ン

0•
0
1
Æ
／
O

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
及
び
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
エ
ポ
キ
シ
ド
（
総
和
を
い
う
。）

0•
0
1
Æ
／
O

規

則

地
方
農
政
局
地
域
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長

二
種

次
長

三
種

総
括
管
理
官
（
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

四
種

総
括
業
務
官
（
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

五
種

北
海
道
農
政
事
務
所
地
域
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長

二
種

次
長

三
種

総
括
管
理
官
（
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

四
種

総
括
業
務
官
（
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

五
種

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成™š年 月˜日 木曜日 (号外第˜ ™号)官 報
〇
農
林
水
産
省

環

境

省
令
第
三
号

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

環
境
大
臣

江
田

五
月

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
農
林
水
産
省

環

境

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

愛
玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令

本
則
中
「
規
定
す
る
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
」
を
「
規
定
す
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
」
を
「
愛
玩
動
物
用
飼
料
」
に
改
め
る
。

別
表
の
１
中
「愛

が
ん
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格

」
を
「愛

玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格

」
に
改
め
、
同
表
の
１
の

\
中
「愛

が
ん
動
物
用
飼
料

」
を
「愛

玩
動
物
用
飼
料

」
に
、「愛

が
ん
動
物
に

」
を
「愛
玩
動
物
に

」
に
改
め
る
。

別
表
の
１
の
]
を
削
る
。

別
表
の
１
の
^
中
「を

い
う
。

）」
の
次
に
「の

使
用
に
伴
い
残
留
す
る
そ
の
農
薬

」を
加
え
、「愛

が
ん
動
物
用
飼
料

」

を
「愛

玩
動
物
用
飼
料

」
に
改
め
、
同
表
の
１
の
^
の
表
中
「p

p
m

」
を
「Æ
／
O

」
に
改
め
、
同
表
の
１
中
^
を
]

と
し
、
]
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

^
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
汚
染
物
質
（
環
境
中
に
存
在
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
意
図
せ
ず
愛
玩
動
物
用
飼

料
中
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。）の
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
の
含
有
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
２
欄
に

定
め
る
量
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
の
１
の
_
及
び
同
表
の
２
中
「愛
が
ん
動
物
用
飼
料

」
を
「愛

玩
動
物
用
飼
料

」
に
改
め
る
。

別
表
の
３
中
「愛

が
ん
動
物
用
飼
料

」
を
「愛

玩
動
物
用
飼
料

」
に
改
め
、
同
表
の
３
の
ウ
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
e

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日

人
事
院
総
裁

江
利
川

毅

人
事
院
規
則
九
e

一
七
e

一
二
七

人
事
院
規
則
九
e

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
e

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
十
四
の
表
地
方
農
政
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
十
四
の
表
地
方
農
政
局
の
事
務
所
（
地
方
農
政
事
務
所
を
除
く
。）及
び
事
業
所
の
項
、
地
方
農
政
局

の
事
務
所
（
地
方
農
政
事
務
所
を
除
く
。）又
は
事
業
所
の
建
設
所
の
項
及
び
地
方
農
政
局
の
事
務
所
（
地
方
農
政
事
務

所
を
除
く
。）又
は
事
業
所
の
支
所
及
び
管
理
所
の
項
中「（
地
方
農
政
事
務
所
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
表
地
方
農
政
局

又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
北
海
道
農
政
事
務
所
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の

一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日

人
事
院
総
裁

江
利
川

毅

人
事
院
規
則
九
e

五
五
e

一
〇
八

人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
e

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
表
青
森
県
の
項
中
「
十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
四
八
六
」
を
「
十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖

畔
休
屋
四
八
六
」
に
改
め
る
。

™


		2011-08-31T14:53:19+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




